
事業分類 事業名 事業内容
成果指標

（重点事業のみ）

計画策定時点の
現状値（重点事業

のみ）
※（　　）内は現状
値の該当年度

令和９年度
目標値

（重点事業のみ）

令和５年度実績
（重点事業は成果
指標の実績値を
記載、事業の場合
は◎、○、△、×を

選択）

令和５年度の取組内容等（「重点事業」
は取組内容を記載、「事業」について
は、○以外のものについて取組内容や
予定どおり実施できなかった理由等を
記載）

子どもの権利の視点での自己評価（以下３つの視点に基づいて記載）
（１）「意見表明・参加」の視点（子どもの意見を取り入れ、反映したものとなっている
か）
（２）「広報・周知」の視点（子どもがアクセスしやすい情報発信や子どもに分かりやす
い情報提供をしているか）
（３）「子どもの最善の利益」の視点（事業を行ったことにより子どもにどのような効果
があったか）

今後の課題・改善点
（子どもの権利の視点での評価対象
事業は、子どもの権利の視点での課
題・改善点も含めて記載する）

担当課

目標Ⅱ　子どもが安心して育つための家庭への支援を推進する

　取組の方向性（１）妊娠から子育てにかかる切れ目のない支援

　　主な取組①妊娠、出産、子育てトータル支援の実施（計画冊子：P.８８）

父親の育児参画
父親向けの栄養講習会や、児童
館での地域育児相談会を実施し
ます。

〇 -

-

令和6年度より、これから赤ちゃんを
迎える父親、パートナー及び子育てを
経験している父親、パートナーを対象
とした、父親向け講座を年4回対面式
で実施した。その結果を検証しなが
ら、次年度に反映していく。

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

家事支援事業の利用に係るアセスメ
ントシートの内容等について、見直し
を行う必要がある。

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

-

-

事業

-

-

-

産前家事支援事
業

妊娠中において家族等の援助が
受けられないため支援を必要と
する方に対し、妊婦の健康の回復
及び負担の軽減を目的として、家
事支援者を派遣して支援を行い
ます。

子育て支援課
地域包括ケア推進課

（すこやか福祉センター）
-

-

両親学級（こんに
ちは赤ちゃん学
級）

初妊婦とその家族を対象に、妊
娠中の健康管理、出産、育児等
の講座や沐浴等の実習を行うと
ともに、妊婦とその家族同士の仲
間づくりを促します。

〇 -

-

妊婦健康診査
全妊婦を対象に１４回分の妊婦健
康診査受診票を交付し、一定金
額を上限として助成します。

〇 -

対面式の両親学級の申請について、
往復ハガキを使用しているが、申請
者の利便性向上を図るため、電子申
請への変更を検討する。

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

-

-

産前・産後サポー
ト事業

出産に向けての情報提供、妊婦
同士の交流の場の設定、出産や
育児の不安及び孤立感の解消の
ための講座を実施します。また、
産後の親同士の情報交換や交流
機会を設けることで、育児不安の
解消を図るとともに仲間づくりを
促します。

〇 -

令和５年度より、超音波検査回数増
（１回→４回）、多胎妊婦に対する助成
回数増（＋５回）を実施。

-

ニーズに応じた事業実施内容及び受
付方法の見直しの検討を行っていく。
一部の事業において試行的にLoGo
フォームを用いているが、よりタイム
リーに申請ができるよう他の事業につ
いても検討を進めていく必要がある。

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

-

-

〇 -

-

重点事業

妊産期相談支援
事業

中野区に妊娠届を提出した全て
の妊婦及び支援を必要とする産
婦を対象に、保健師等が面接を
行い、個別の支援プランを作成
し、産前・産後のサービス提供に
つなげるとともに、面接後、地区
担当保健師によるフォローを行い
ます。

妊産期相談支援事
業実施の割合

９６.1％
（令和３年度）

98.00%

産後ケア事業

産後において心身の不調や育児
不安のほか、支援が必要となった
場合に、産婦及び乳児に対して、
心身ケアや育児支援、その他必
要な支援を専門職が行います。

産後ケア事業利用
人数

１,２２０人
（令和３年度）

１,４００人 1,563人

令和5年11月より、産後ケア事業実施
施設が希薄な地域である南部地域につ
いて、新たに産後ケア事業委託を行っ
た。

-

未就学のきょうだいの一時保育の充
実について、引き続き検討を行ってい
く。

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

-

-

95.0%
妊娠32週の架電を委託化した。架電の
際には個々に寄り添った伴奏型支援を
行った。

-

妊産期相談支援事業の面接時に個々
のニーズに応じたきめ細かい説明や
相談に応じられるよう、引き続き改善
を図っていく必要がある。

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

-

-



地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

-

-

地域育児相談会
父親向けや両親で参加できる企画な
どについて、児童館と連携しながら拡
充を図っていく。

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

-

-

子育て専門相談

発育や発達、育児の不安、離乳
食や食事等の栄養相談、歯と口
の健康づくりなど子育てに関し、
心理職・栄養士・歯科衛生士など
による個別相談を実施します。

〇 -

-

保健予防課-

-

乳幼児健診

月齢や年齢に応じた健康診査、
歯科健診を実施し、発育・発達の
チェックを行うとともに、疾病や障
害の早期発見・早期治療につな
げます。また、結果に応じて、保
健・栄養指導を実施するほか、医
療機関での治療等を勧奨します。

〇 -

-

内科に比べ、歯科健診の受診率が低
いことから、受診率の向上のため、勧
奨を継続して行っていく。

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

子育て支援課

子どもや子育てに関する些細な相談
から専門的な相談まで、必要時に気
軽に利用できるように、すこやか福祉
センターの周知を図る。

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

-

-

予防接種

感染症から子どもを守るととも
に、社会全体に感染症がまん延
することを防ぐため、接種年齢に
合わせた予診票の個別送付を行
い、各種予防接種を実施します。

〇

多胎児家庭サポーター事業における
多胎児補助について、利用者のニー
ズを踏まえ、利便性の向上を図ってい
く。

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

-

-

産後家事・育児支
援事業

１歳未満の子どもを育てる家庭の
負担軽減、孤立化や産後うつの
未然防止を目的として、「家事育
児サポーター」（産後ドゥーラ、ベ
ビーシッター、家事支援ヘルパー
等）を派遣して支援を行います。

〇 -

-

家事育児支援サポーターの人材育成
や、委託事業者の拡充を検討する。

-

-

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

-

-

乳児家庭全戸訪
問事業（こんにち
は赤ちゃん訪問）

区内に住所・居所を有する生後４
か月に達するまでの乳児のいる
家庭を、すこやか福祉センター職
員または訪問指導員等が訪問
し、乳児と産婦の健康状態把握
や産婦に対する育児指導・支援
を行います。

〇 -

-

継続的に訪問指導員の確保を行う必
要がある。

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

-

-

-

子育てに関する講
座

乳幼児を育てる保護者向けに、
子どもの発達・発育をはじめ、子
育てに関する様々な講座を実施
します。

〇 -

-

すこやか福祉センターや児童館
において、子育てに関する情報提
供や、子どもの健康等に関する講
座や相談会を実施します。

〇 -

-

事業

多胎児家庭支援
事業

同時に２人以上の妊娠・出産・育
児をすることに伴う身体的・精神
的負担や、外出の不自由等の困
難に対しての支援として、移動経
費補助、家事育児の支援、多胎
妊産婦の交流事業を行います。

〇

子育てを、家族で担っていけるよう
に、父親や家族を対象に、参加しやす
い講座を実施していく。

-

-

-

-



- 子ども・若者相談課-

-

令和６年度より、中野区特定不妊治
療費（先進医療）助成事業を実施。

-

-

引き続き適切に医療費助成事務を実
施するとともに、マイナンバーカードに
関連した事業について適切に対応す
る。

-

児童手当
１５歳到達後の最初の３月３１日ま
での子どもを養育している方に手
当を支給します。※所得制限あり

〇 -

-

令和6年度実施予定の制度改正につ
いて、区民への漏れのない周知等、適
正に対応する。

子育て支援課-

-

子ども医療費助成
（高校生等）

令和５年４月より、１５歳から１８歳
到達後の最初の３月３１日までの
子どもの医療費の自己負担分
（食事療養標準負担額を除く）を
助成します。

〇 -

-

食育推進事業

ライフステージに合わせて、栄養
バランスのとれた食事の大切さや
健康的な食習慣等の普及啓発を
進めます。

〇

(1)児童・生徒が自分自身の体力の現状や課題を把握し、自分にあった運動や運動遊
びを楽しみながら継続して行えるようにした。

生徒会や委員会活動などを生かし、
子どもたちの意見を取り入れた体育
的活動を実施し、運動技能だけでな
く、運動意欲の向上を目指す。

指導室

保健企画課

引き続き適切に医療費助成事務を実
施するとともに、マイナンバーカードに
関連した事業について適切に対応す
る。

子育て支援課

-

子育て支援課-

-

母子健康手帳のデジタル化につい
て、検討していく。

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

子育て支援課
-

-

子ども医療費助成
（乳幼児・義務教
育就学児）

１５歳到達後の最初の３月３１日ま
での子どもの医療費の自己負担
分（食事療養標準負担額を除く）
を助成します。

〇

-

-

妊娠相談支援

妊娠を望む方や不妊に悩む方に
対し、不妊検査や不妊治療にか
かった医療費の一部を助成する
とともに、専門的な相談及び情報
交換の機会を提供します。

〇 -

-

(2)前年度の自己の体力テストの結果を基にすることで、目標を明確にして体力向上に
取り組むことができた。

(3)子どもが主体となった授業を展開することで運動への興味関心が高まり、運動に親
しむことができた。

入院助産

妊産婦が保健上必要であるにも
かかわらず経済的理由により入
院して分娩することができない場
合に、指定の助産施設（病院、助
産院）での出産に必要な費用を
援助します。

〇 -

-

事業

(2)食育マスコットキャラクターのうさごはんを活用し、子どもにもわかりやすい表現で
食育に関する情報を発信した。

(3)ライフステージに合わせた食育リーフレットの配布を通じて、保護者に食に関する正
しい知識を身につけていただくことにより、家庭内における子どもの食生活の改善を促
進した。

-

運動習慣の定着・
体力向上に向けた
教育

子どもに運動や運動遊びの楽し
さを十分に味わわせることのでき
る指導の工夫や食育・健康教育
の取組について、各学校の体力
向上プログラムに位置付け、実践
します。

〇 -

(1)関係部署と連携し、子どもを対象とした食育の講座やイベントの実施を検討してい
く。

将来の生活習慣病予防対策として、
子どもの頃から栄養バランスのとれた
食事の大切さを知り、健康的な食習
慣を身につけてもらえるように引き続
き積極的な支援、普及啓発を図って
いく。

子育て支援課

母子手帳の発行

妊娠の届出をした方に対して、母
子健康手帳及び母と子の保健
バッグ（妊婦健康診査受診票等
を含む）を交付するとともに、アン
ケート及び面接を行い、その後の
相談支援につなげます。

〇 -

-



　　主な取組②子育て支援サービスの充実（計画冊子：P.９１）

2,603件
（令和６年３月３１

日）

妊娠期及び子育て期の対象者へ育児
支援情報や区の子育て支援情報の配
信を行った。

-

今後も利用登録者を増やすため窓口
での手続き等に加え、妊娠期や子育
て期の方を対象とした事業での周知
など周知方法を工夫していく。

子育て支援課-

-

-

児童館の改修工事を行うため、令和６
年９月末で事業を休止する。今後、保
育園での一時保育を含め、区の一時
預かり事業全体の中で事業を整理し
ていく必要がある。

育成活動推進課

今後も各家庭のニーズに合わせた情
報提供を行うため、引き続き情報収
集を行っていく。

子育て支援課-

-

-

利用者が必要な時に利用できるため
に協力会員の増加が必要であり、事
業周知の広報などをより一層充実し
ていく。

子育て支援課

すこやか福祉センターにおいて、引き
続き、地域の相談に適切に応じてい
く。

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

-

-

-

-

一時保育事業を実施している保育施
設の立地に偏りがあり、ニーズに対応
するためには空き定員活用に加え、既
存施設を改修し専用室を増やす必要
がある。

ベビーシッター利
用支援（一時預か
り）

-

令和5年度までは未就園児の保護者
が対象であったが、両親共に就労して
いる世帯の子育てを支援するため、
制度対象を拡大する。

一時預かり

現在、病児保育は区内１か所、病後児
保育は区内２か所で実施しているが、
実施施設の立地や利用定員が限られ
ることなどから、より使いやすいサー
ビス等への改善を行う必要がある。

利用者支援事業
【基本型・母子保
健型】

子どもや保護者にとって身近な場
所において、地域の子育て支援
事業等の情報提供を行うととも
に、必要に応じて相談や助言を行
います。

〇 -

-

-

-

乳幼児を家庭で養育している保
護者が日中一時的に保育できな
いとき、保育施設において保護者
に代わって保育します。

〇 -

子育て支援課-

-

児童館における一
時預かり

保護者の仕事やリフレッシュ、通
院などの一時的な用事や急用の
場合に、一部の児童館において
時間単位で子どもを預かります。

〇

子育て支援課-

-

子育て支援課-

-

-

-

事業

利用者支援事業
【特定型】

保育所の入園相談等の各種手続
きに合わせて子育て支援に係る
情報提供を行うなど、子育て家庭
のニーズに合わせたサービスに
つなげます。

〇 -

ファミリー・サポー
ト事業

子育ての援助を受けたい方と、子
育ての援助をしたい方が会員に
なり、地域の中で助け合いながら
子育てをする会員制の支えあい
活動を実施します。

〇 -

病児・病後児保育

子どもが病気の回復期または回
復期に至らない状態のため集団
保育が困難な期間、専用保育室
のある施設において一時的に預
かることにより、子育てと就労等
の両立を支援します。

〇 -

日常生活上の突発的な事情等に
より、一時的に保育が必要となっ
た保護者がベビーシッターを利
用した場合の利用料の一部を助
成します。

〇 -

-

-

重点事業
子育て支援サービ
スの利用促進

子育て家庭が必要なときに子育
て支援サービスを利用することが
できるよう、育児情報や区の子育
て支援情報をＬＩＮＥにより配信し
ます。また、窓口における手続き
時など、様々な機会を捉えて情報
提供を行います。

なかの子育て応援
メール登録者数

１,６０５件
（令和４年３月３１

日）
３,４００件



子どもや子育て家庭の悩みの解消や
課題の共有等を進めるため、子ども・
子育てにおいて、関心の高いトピック
をテーマとした講演会を実施する予
定である。
子育て家庭が参加しやすいよう、オン
ラインでの開催とし、日時設定も工夫
していく。

子ども・教育政策課-

-

-

-

-

-

引き続き、区の子育て・子育ち支援に
かかる重要課題をテーマに設定する。
また、より多くの意見を区政に反映で
きるよう、開催場所や実施内容の工
夫、広報の充実をしていく。

広聴・広報課
子ども・教育政策課

乳幼児機能強化型児童館を委託化
する中で、さらに乳幼児親子向け事
業やイベントの充実を図る。基幹型児
童館においても子育てに関する相談
機能の充実や委託による子育てひろ
ばとの連携を強化していく必要があ
る。

育成活動推進課
(2)ホームページ等での広報のほか、委託事業者の運営する子育てひろばについては
SNSの活用などにより乳幼児親子に対する周知を行っている。

(3)子育てひろばにおいて気軽に交流し、子育てに関する相談等ができることで、保護
者の不安感を解消し、乳幼児親子が安心して過ごすことができている。

子ども・教育政策課
広聴・広報課

子育て情報提供
サービス

子育て世帯向けのサービスや問
合せ先などを掲載したパンフレッ
ト（おひるね）を発行します。また、
区ホームページ内の子育てに関
する支援やイベントなどを掲載し
た子育て家庭向けサイトで情報を
発信します。

〇 -

-

区ホームページリニューアルに伴い、
子育てサイト「おひるね」を開設した。
引き続き、同サイトの運営を行う。

乳幼児親子同士の交流を進め、
子育てについての相談や情報提
供を行います。

子どもショートス
テイ
（再掲）

保護者の入院や出張などにより、
一時的に子どもの養育が困難な
場合、区が委託した施設または区
が認定した協力家庭の居宅で宿
泊を伴って子どもを預かります。
さらに、要支援ショートステイ事
業やショートステイ協力家庭事業
の充実を図ります。

〇 -

(1)ケースワークの中で子どもの考え等を聴き、子どもショートステイの利用の検討等を
してきた。

-

-

〇 -

(1)各子育てひろばにおいて、乳幼児親子からの要望を取り入れながらイベントなどを
実施している。

トワイライトステイ

保護者が仕事、病気等の理由に
より夜間の時間帯において、一時
的に子どもの保育をすることが困
難となり、かつ同居の親族の中に
保育する方がいない場合に、区
が委託した施設で子どもを保育
します。

〇 -

-

- 子ども・若者相談課-

-

・子どもの考えを聴いた上で、子ども
ショートステイの利用をしてもらうこ
と、利用した際の子ども自身の感想、
意見聴取等の方法を検討していく必
要がある。
・定員や実施体制から利用できない
場合があり、利用したい家庭が利用
できる体制を整備する必要がある。

子ども・若者相談課

-

-

-

利用が伸びていないことを踏まえ、見
直しを検討する。

子育て支援課

(2)-

(3)-

子ども・子育てに
関する講演会

子ども・子育てに関する話題・課
題等についての普及啓発、理解
促進を図るため、子育て世代の
関心が高い事項に関する講演会
を開催します。

〇 -

-

事業

子育てひろば整
備・運営（再掲）

子育て家庭ホーム
ヘルプサービス

小学生以下の子どもを養育して
いる親族その他の援助が得られ
ないひとり親家庭、または小学生
以下の子どもの疾病等により家
事援助などが必要な子育て家庭
に対し、利用要件に応じてホーム
ヘルパーを派遣します。

〇 -

子育て家庭と区長
のタウンミーティン
グ（子育てカフェ）

区の子育て環境で不満に感じて
いることや、取り組んでほしい施
策について、区長が児童館等を
訪問し、子どもの保護者等と意見
交換を行います。

〇



　　主な取組③子育てに関する相談体制の充実（計画冊子：P.９３）

スクールソーシャ
ルワーカーの配置
（再掲）

不登校や生活指導上の課題に対
応するため、社会福祉等の専門
的な知識や技術を持った人材を
配置し、関係機関と連携して問題
解決へ向けた環境づくりを行いま
す。

○ -

(1)相談したいタイミングで予約がとれずスクールカウンセラーに相談ができなかったと
いう児童・生徒の声を反映し、区のスクールカウンセラーを各中学校区に週１回配置した
ことで、相談しやすい環境を整えた。

相談したいタイミングで相談できない
という意見の改善に向け、区スクール
カウンセラーの配置を拡大していく。

(1) 「こども110番」を設置し、いじめや学校でいやなことや困っていること等があり、悩
んでいる子どものための電話相談や、区独自のSNS相談窓口の設置など多様な相談
体制を整えた。

これまでよりも相談しやすい体制を整
えるために、相談時間を延長したり、
土曜日に相談できたりするように改善
していく。

指導室
(2)年間複数回、相談窓口の一覧を学校だよりやGoogle　Classroom等で児童・生
徒に配布した。

(3)不安や悩みを抱えたときに、それぞれが相談方法を選択できる環境を整えたこと
で、多数の児童・生徒の相談に対応することができた。

(2)-

(3)-

指導室
(2)各校で学校だよりやスクールカウンセラーだよりを発行し、スクールカウンセラーの
来校日や相談方法を周知した。

(3)都のスクールカウンセラーに加え、区のスクールカウンセラーを各中学校区配置する
ことで、相談件数が増加した。

(1)-

- 子ども・若者相談課

児童相談所の運
営（再掲）

家庭環境、児童虐待、非行、里
親、児童養護施設等に関する相
談等に対応します。家族が主体
的に子どもの安全を守る仕組み
を作ることを、あらゆる人と手を
携えて支えます。

○ -

(1)相談支援において常に職員が子どもの声を聴き援助方針等に反映している。一時
保護児童の意見表明、意見聴取については、意見箱の設置や第三者機関による意見表
明等支援事業（子どもアドボカシー）が導入された。また、子どもにとって過ごしやすい一
時保護所を職員と考える「いちほ会議」などを実施した。

・児童相談所運営の安定運営と機能
強化
・子どもの意見聴取、意見表明等支援
の推進

児童福祉課

(3)地域に身近な児童相談所として、初動から一貫した迅速な対応、地域と連携したき
め細かい対応ができ、子どもの安全が守られた。

今後、開館日、開館時間の拡充のほ
か運営ルールを見直しなどを行い、児
童館の機能強化を図る。その上で基
幹型、乳幼児機能強化型、中高生機
能強化型児童館の３類型に移行し、
それぞれの特徴を持たせた児童館運
営を行っていく。

育成活動推進課
(2)児童館での遊びや過ごし方については、児童館のおたよりなどを通じてわかりやす
く発信している。

(3)児童館を運営することで、子どもや乳幼児保護者にとって安心して過ごせる居場所
が提供できている。

-

(1)遊びのルールなどを決める際は、子ども会議を開催するなど、子どもの声を聴き反映
するようにしている。

(2)児童相談所の役割や相談支援の見通し、一時保護所の生活等について、絵や映像
等を通じて子どもにわかりやすく伝えている。

-

こども家庭センターとしての役割を踏
まえ、子育てに困難を抱える家庭に対
して切れ目なく、もれなく支援を行っ
ていく必要がある。

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

-

-

4,400人

特定妊婦をはじめとする妊娠期からの
要支援ケースや子育てが困難な家庭、
虐待のリスクのある保護者等をもれなく
把握し、支援につなげることを徹底し
た。

-

(3)子ども・若者からの相談を受けて、子どもの最善の利益を常に考えて助言・支援を
行うことや、適切な関係機関へ繋ぐなどを行った。

支援を必要とするケースの数が年々
増加している中、支援方針の検討や
進行管理など適切に進めていくため、
多様な支援者の参加による多角的な
視点を入れるなど、支援検討会議の
あり方を改善していくことが必要であ
る。

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

-

-

○ -

(1)子ども・若者からの相談では、子ども・若者自身がどうしたいのか、どうなりたいのか
等の意見や意向を傾聴して相談に応じた。

- 子ども・若者相談課(2関係機関等へのチラシの配布や設置をした。

重点事業 支援検討会議

養育や発達に課題を抱えるなど、
支援の必要性を検討すべき家庭
について、今後の支援方針や具
体的な支援の内容等を決定する
ための会議を開催し、継続的な支
援につなげます。

支援検討会議の対
象者数(延べ)

３,３０７人
（令和３年度）

上昇

事業

すこやか福祉セン
ターの運営

子どもや妊産婦等が安心して住
み慣れた地域で暮らし続けられ
るよう、子育て、保健・福祉の地
域拠点として、相談・支援のほ
か、各種事業やサービスの提供
を行います。

教育相談（再掲）

教育上の悩みや問題を解消する
ために、児童・生徒や保護者との
面接・電話相談、遊戯治療、各種
の心理的な諸検査、他機関への
紹介を行います。

子ども・若者支援
センターの運営

子ども・若者及びその家庭からの
あらゆる相談を受け付け、助言や
支援を行うほか、子ども・若者及
びその家庭の支援を行う関係機
関と連携し、必要な支援につなげ
ます。

児童館の運営（再
掲）

要保護児童対策
地域協議会（再
掲）

要保護児童等への適切な保護や
支援を行うため、関係機関が必
要な情報を共有し、支援計画に
関する協議や進行管理などを行
います。

乳幼児から１８歳までの子どもの
居場所や交流等の機会を提供し
ます。また、地域の見守りや子育
て関連団体のネットワーク支援を
行います。

○ -

○ -

○

○ -



　取組の方向性（２）生活に困難を抱える子育て家庭への支援

　　主な取組①生活困窮家庭への支援（計画冊子：P.９６）

居住支援体制の
推進

住宅部門と福祉部門とが連携し
ながら、子育て世帯等の住宅確
保要配慮者の住まいに関するき
め細かいサポート体制を整えると
ともに、居住支援協議会において
住まいの相談体制を推進します。

○ -

-

子育て世帯を含む住宅確保要配慮者
を拒まないセーフティネット住宅等を
普及促進に加え、、居住支援協議会と
連携した子育て世帯やひとり親世帯
などに対しての取組みの周知を進め
る。

住宅課

(1)地域団体が行う活動に参加する子どもの声を子どもソーシャルワーカーが聞き取り、
主催している団体と必要に応じて共有した。

新たに活動を始めている団体が増え
ていることから、横断的かつ網羅的に
地域団体を把握するとともに、子ども
と子育て家庭が地域の支援につなが
りやすい環境づくりを進めていく必要
がある。

子育て支援課(2)-

(3)スクールソーシャルワーカーと子ども食堂等の地域における支援の仲介を行うなど、
関係機関・地域団体間の連携のきっかけをつくることで、支援が必要な子どもを支援に
つなげることができた。

-

-

○ -

-
・ひとり親家庭や子どもに関する相談
は、子育て支援課やすこやか福祉セ
ンター等と連携し、課題の解決に向け
た支援を行っていく。
・子どもの学習において、年々学習機
会の需要が高まっている。学習支援
事業等を通じて支援を続ける。

利用する家庭が減少しているため、
事業の在り方を検討する必要があ
る。

子ども・若者相談課(2)-

(3)家庭状況の把握、子どもの安全な生活の確保を図ることができた。

(1)同上

同上 子育て支援課

-

-

子ども食堂がない
小学校区数

子ども食堂を運営する団体に対
し、その運営に係る経費を助成し
ます。また、区民等からの寄付物
品の提供や運営に係る相談など、
地域における子ども食堂の運営
を総合的に支援します。

- 学務課-

-

生活援護課
子育て支援課

今後も要綱等で定めた階層区分に則
り、利用料の減免等を実施する。

各課

(2)同上

(3)同上

(1)-

子ども食堂がない小学校区は減少し
ているところであるが、子どもにとって
より身近な地域に子ども食堂が開設
され、継続的に実施されるよう引き続
き支援を行う。

子育て支援課(2)各食堂にアクセスしやすいよう、区役所の窓口などにおけるチラシの配布を行った。

(3)子ども食堂がない小学校区の数を減少させ、子どもにとってより身近な場所におけ
る食のセーフティネットを充実させることができた。

事業

就学援助

経済的理由によって義務教育を
受けることが困難と認められる児
童・生徒の保護者に対して、給食
費・学用品費など学校教育に必
要な経費の援助を行います。

○

-

-

子ども配食事業
（再掲）

経済的な理由や保護者の疾病な
ど、子どもの養育に支援が必要な
家庭に対して食事を配達するとと
もに、配達時に家庭の状況を把
握し、児童虐待の未然防止を図り
ます。

○ -

(1)-

-

-

行政サービスの利
用料減免・減額

所得やひとり親家庭など、条件に
より一部事業（病児・病後児保
育、子どもショートステイ等）で利
用料減免・減額を実施します。

○ -

-

生活困窮者自立
支援事業

就職や住まい、家計管理、子ども
の学習など、日常生活や経済的
な困りごと、不安について、関係
機関と連携しながら課題の解決
に向けた支援を行います。

事業

重点事業
子ども食堂への支

援（再掲）

区内の子ども食堂
の数

２７か所
（令和４年４月）

４０か所 29か所

子ども食堂の運営及び立ち上げにかか
る経費の一部の助成を行うとともに、子
ども食堂運営団体や新たに活動を行お
うとしている団体からの相談への対応
を行った。

７校区
（令和４年４月）

０校区 3校区

子ども食堂の運営及び立ち上げにかか
る経費の一部の助成を行うとともに、子
ども食堂運営団体や新たに活動を行お
うとしている団体からの相談への対応
を行った。

困難を抱える子ど
もと子育て家庭を
支援につなぐため
の取組

子どもソーシャルワーカーを配置
し、地域の関係機関及び団体等
との連携体制を構築するなど、生
活に困難を抱える子ども及び子
育て家庭を必要な支援につなげ
る取組を推進します。

○ -



　　主な取組②ひとり親家庭への支援（計画冊子：P.９８）

養育費確保支援
事業

養育費や面会交流に関する普及
啓発を行うとともに、養育費の取
り決めに関する公正証書等の作
成やＡＤＲ（裁判外紛争解決手続
き）に係る費用を助成します。

○ -

-

子育て支援課

-

-

利用が伸びていないことを踏まえ、見
直しを検討する。

養育費に関する取り決めを行うこと自
体の周知が課題となっていることか
ら、事業の前提となる公正証書の作
成等に関する情報発信を行う必要が
ある。

子育て支援課-

-

子育て支援課(2)-

(3)スクールソーシャルワーカーと子ども食堂等の地域における支援の仲介を行うなど、
関係機関・地域団体間の連携のきっかけをつくることで、支援が必要な子どもを支援に
つなげることができた。

-

困難を抱える子ど
もと子育て家庭を
支援につなぐため
の取組（再掲）

子どもソーシャルワーカーを配置
し、地域の関係機関及び団体等
との連携体制を構築するなど、生
活に困難を抱える子ども及び子
育て家庭を必要な支援につなげ
る取組を推進します。

○ -

-

子育て支援課-

-

実質的なひとり親
家庭への支援

離婚調停中で離婚成立前から実
質ひとり親家庭となった、１８歳到
達後の最初の３月３１日までの子
どもを養育している世帯に対し、
金銭給付を行います。

○ -

-

物価スライドに応じた収入限度額等
を検討する必要がある。

子育て支援課

子育て家庭ホーム
ヘルプサービス
（再掲）

小学生以下の子どもを養育して
いる親族その他の援助が得られ
ないひとり親家庭、または小学生
以下の子どもの疾病等により家
事援助などが必要な子育て家庭
に対し、利用要件に応じてホーム
ヘルパーを派遣します。

(1)地域団体が行う活動に参加する子どもの声を子どもソーシャルワーカーが聞き取り、
主催している団体と必要に応じて共有した。

新たに活動を始めている団体が増え
ていることから、横断的かつ網羅的に
地域団体を把握するとともに、子ども
と子育て家庭が地域の支援につなが
りやすい環境づくりを進めていく必要
がある。

○

子ども・教育政策課(2)-

(3)-

子どもの生活実態
調査（再掲）

東京都立大学が実施する区内の
高校２年生年齢の子どもと保護
者を対象とした調査に協力し、そ
の生活実態を把握するとともに、
必要な支援を検討します。

× （令和６年度に調査実施予定）

(1)-

-

入所者の抱える課題が複雑化してい
ることから、それぞれのニーズに応じ
て柔軟な対応を行えるような支援体
制を確立する必要がある。

子育て支援課-

-

制度改正に伴って対象資格が拡充さ
れていることから、経済状況や生活状
況など各家庭の状況や将来の展望な
どを踏まえた給付金の活用方法など
を提案していく必要がある。

子育て支援課-

事業

自立支援教育訓
練給付金、高等職
業訓練促進給付
金

就業に結びつきやすい指定講座
の受講や資格取得のため、養成
機関で修業する場合、所定の給
付金を支給し、経済的な負担の
軽減と経済的自立を促進します。

○ -

ひとり親家庭相談専門員を新たに配置
することで、相談体制を充実させるとと
もに、情報発信の一環として、ひとり親
家庭のしおりを作成した。

- ひとり親家庭が抱える課題は多様化
していることから、関係機関との連携
を強化する必要がある。また、支援が
必要であるにも関わらず地域の中で
孤立するひとり親家庭が一定数存在
すると考えられることから、必要な情
報がすべてのひとり親家庭に届くため
の方法の検討を進める。

-

-

重点事業
ひとり親家庭総合
支援事業

ひとり親家庭相談員の配置によ
る伴走型の相談体制の整備やひ
とり親家庭の自立に向けたプラン
の作成など、ひとり親家庭を総合
的に支援するとともに、関係機関
と連携した支援の強化やひとり親
家庭のしおり等を活用した効果
的な情報発信を行います。

ひとり親家庭等相
談件数（延べ）

３４０件
（令和３年度）

５００件 ９９９件

-

-

生活・就労・教育・住宅等、解決
困難な問題を抱える18歳未満の
子どもを養育している母子世帯
が入所できる施設を運営し、養育
支援、家庭運営支援や就労支援
等、自立に向けた支援を行いま
す。

○ -

-

事業

母子生活支援施
設



困難を抱える子ど
もと子育て家庭を
支援につなぐため
の取組（再掲）

子どもソーシャルワーカーを配置
し、地域の関係機関及び団体等
との連携体制を構築するなど、生
活に困難を抱える子ども及び子
育て家庭を必要な支援につなげ
る取組を推進します。

○ -

女性相談

婦人相談員（女性相談員）を配置
し、女性の様々な問題や悩みの
相談を受け、その解決のための
助言・指導を行います。

○ -

(2)-

(3)スクールソーシャルワーカーと子ども食堂等の地域における支援の仲介を行うなど、
関係機関・地域団体間の連携のきっかけをつくることで、支援が必要な子どもを支援に
つなげることができた。

-

参加者が効果を感じる割合が上がっ
ているが、申し込み後の参加辞退とな
る家庭も存在する。継続的に参加す
るためのサポート体制を強化する必
要がある。

子育て支援課

生活援護課-

-

(1)地域団体が行う活動に参加する子どもの声を子どもソーシャルワーカーが聞き取り、
主催している団体と必要に応じて共有した。

新たに活動を始めている団体が増え
ていることから、横断的かつ網羅的に
地域団体を把握するとともに、子ども
と子育て家庭が地域の支援につなが
りやすい環境づくりを進めていく必要
がある。

-

-

(1)指導を行うにあたり、子どもが自由に教材を持ち込めるよう対応している。

子育て世帯を含む住宅確保要配慮者
を拒まないセーフティネット住宅等を
普及促進に加え、、居住支援協議会と
連携した子育て世帯やひとり親世帯
などに対しての取組みの周知を進め
る。

住宅課

入所者の抱える課題が複雑化してい
ることから、それぞれのニーズに応じ
て柔軟な対応を行えるような支援体
制を確立する必要がある。

子育て支援課-

-

児童育成手当

１８歳到達後の最初の３月３１日ま
での子ども（障害の状態にある場
合は２０歳未満）を養育している
ひとり親等の方で、所得限度額未
満の方に手当を支給します。

〇 -

-

引き続き適正な認定業務を行う。

-

-

母子生活支援施
設（再掲）

生活・就労・教育・住宅等、解決
困難な問題を抱える１８歳未満の
子どもを養育している母子世帯
が入所できる施設を運営し、養育
支援、家庭運営支援や就労支援
等、自立に向けた支援を行いま
す。

○ -

-

ひとり親家庭等医
療費助成

ひとり親家庭等の医療費の自己
負担分（高齢者の医療の確保に
関する法律に準じた一部負担金
及び食事療養標準負担額及び生
活療養標準負担額を除く）を助成
します。

○ -

-

子育て支援課

子育て支援課

-

-

(2)子どもが親しみやすいデザインの募集チラシを作成するなど、子どもの視点に立った
情報発信を行った。

(3)学習習慣の定着や学力の向上等の効果を感じた参加者の割合が増加している。

居住支援体制の
推進（再掲）

住宅部門と福祉部門とが連携し
ながら、子育て世帯等の住宅確
保要配慮者の住まいに関するき
め細かいサポート体制を整えると
ともに、居住支援協議会において
住まいの相談体制を推進します。

○ -

学習支援事業（再
掲）

生活困窮世帯の小学６年生から
中学３年生を対象に学習支援を
行います。小学生は学習の方法
を身につけ、学習習慣の定着を
図るとともに、中学生は受験対策
も含めた学習指導により、高校へ
の進学を目指します。なお、対象
については、小学４年生まで段階
的に拡充していきます。

○ -

-

-

-

令和6年度実施予定の制度改正につ
いて、区民への漏れのない周知等、適
正に対応する。

子育て支援課-

-

事業

引き続き適切に医療費助成事務を実
施するとともに、マイナンバーカードに
関連した事業について適切に対応す
る。

児童扶養手当

１８歳到達後の最初の３月３１日ま
での子ども（障害の状態にある場
合は２０歳未満）を養育している
ひとり親等の方で、所得限度額未
満の方に手当を支給します。

〇 -

子育て支援課



　取組の方向性（３）子どもの発達・成長に応じた支援

　　主な取組①発達に課題や障害がある子どもへの支援（計画冊子：P.１０１）

-

-

区立療育センター
における保育所等
訪問支援

ペアレントメンター
養成事業

子どもの発達に不安や戸惑いの
ある保護者が、専門家とは違った
立場で他の保護者を支援できる
よう、ペアレントメンターを養成
し、グループ相談等のペアレント
メンター活動支援を行います。

○ -

-

・常時一定程度の年齢層のメンターを
必要としており、年間2人～3人のメン
ター補充が必要とされており、養成研
修の継続が必要とされる。
・家族支援の視点から父親のメンター
も必要とされる。

障害福祉課

多くの区民の方に関心を持ち参加し
てもらうテーマ選択を行いうことが重
要である。

-

-

-

子ども発達支援普
及啓発

発達障害等に関する理解を促進
するため、講演会やシンポジウム
の実施等区民向けに普及啓発を
行います。

○ -

-

保育所における発達相談・養育相談に
対して専門的な見地から助言を行うこ
とにより、保育所の運営を支援した。

-

これまで対象としていない家庭的保
育事業への相談支援についても検討
する必要がある。

-

-

・療育センターアポロ園、療育セン
ターゆめなりあで行っている相談は、
療育の必要性を判断し適切なサービ
スにつなげる療育相談と施設の利用
相談があるが、同じ相談枠で行って
おり、わかりにくいため整理が必要で
ある。
・区立の療育機関運営事業者変更が
あったことから、利用者が不安に感じ
ることなく安定して継続的な支援を受
けられるよう、利用者への支援及び関
係機関の調整をきめ細かく丁寧に
行っていくことが必要である。

障害福祉課
地域包括ケア推進課

（すこやか福祉センター）
-

-

-

同上 障害福祉課-

-

-

発達に課題のある子どもの支援につ
いて、相談を受ける関係機関と連携
し、適切な施設運営ができるような関
係を継続していく。

重点事業 療育施設運営

発達に課題や障害のある子ども
とその家族が、持っている力を十
分に発揮し、地域の中でともに生
活できるよう支援を行うため、療
育センターアポロ園、療育セン
ターゆめなりあ、子ども発達セン
ターたんぽぽ、放課後デイサービ
スセンターみずいろの管理運営
を行います。

「通所を楽しみにし
ている」と考える子
どもの割合
【出典】区立障害児
通所支援施設保護
者アンケート調査

９０.３％
（令和３年度）

100% 89.8%

発達に課題や障害がある子どもは、
日々成長し興味の変化等で支援内容も
見直しが必要となる。満足度には変動
がある。支援内容へのニーズに変化が
見られる。

事業

子ども発達支援事
業

発達に課題のある子ども及びそ
の保護者に対し、ライフステージ
に合わせ、継続した相談支援を
実施するとともに、必要に応じて
療育センター等の関係機関調整
を行います。また、子どもの発達
等に不安を抱える保護者を対象
とした支援プログラムやグループ
活動を実施し、必要な支援につな
げます。

○

「施設の療育や保
護者支援に満足し
ている」と考える保

護者の割合
【出典】区立障害児
通所支援施設保護
者アンケート調査

９４.０％
（令和３年度）

100% ９２，０％

保育園、幼稚園等に区立療育セ
ンターの職員が訪問し、発達に課
題や障害のある子どもの集団生
活の支援等を行います。

-

同上

障害福祉課-

-

-

保育園・幼稚園課

障害福祉課-

-

保育ソーシャル
ワーク事業

保育所における発達相談・養育
相談に対して専門的な見地から
助言を行うことにより、保育所の
運営を支援します。

◎

訪問対象児・訪問対象園が増える中、
保育園等や保護者のニーズに合わせ
た内容や体制の工夫が必要である。

障害福祉課

-

○



令和６年度から運営補助開始。

- 医療的ケア児等コーディネーターが、
医療的ケア児等の相談業務を行う
際、サービス等利用計画策定前の相
談業務については、国等の給付費を
得ることができない。このため、事業
所の負担が大きく、医療的ケア児等
の相談を受けられる事業所が限られ
てしまう。

-

-

-

-

中野区の医療的ケアに関する支援体
制の課題等を様々な視点から出し合
い検討を行っていく。

-

-
区立保育園3園にて３名の受け入れを
行った。

-

障害福祉課-

-

中野区における医療的ケア児等コー
ディネーターの位置付け及び配置を
明確化するとともに、民間事業所に従
事する医療的ケア児等コーディネー
ターによる医療的ケア児支援の活動
促進に取組む必要がある。

障害福祉課-

-

民間障害児支援
事業所運営支援

医療的ケアの必要な子どもが地
域で療育が受けられるよう、区内
の民間障害児通所支援事業所へ
の運営費補助を行います。

×

障害福祉課

-

-

子育て支援課-

-

特別児童扶養手
当

精神または身体に中程度以上の
障害を有する
２０歳未満の子どもを扶養してい
る方等で、所得限度額未満の方
に手当を支給します。

○ -

-

引き続き適正な認定業務を行う。 子育て支援課

児童育成手当（再
掲）

１８歳到達後の最初の３月３１日ま
での子ども（障害の状態にある場
合は２０歳未満）を養育している
ひとり親等の方で、所得限度額未
満の方に手当を支給します。

○ -

-

引き続き適正な認定業務を行う。

事業

医療的ケア児支援
事業

こんにちは赤ちゃん訪問や医療
機関からの情報提供を通じて、
医療的ケア児についての状況把
握、必要な支援や関係機関との
連携の調整を行います。また、区
立・私立保育園、区立学校等での
医療的ケア児の受け入れを進め
ます。

◎

医療的ケア児等の
協議の場の設置

医療的ケア児等への支援に係る
区内の多様な地域課題の解決を
目的として、関係機関等による協
議の場を設置し、区内の実態把
握や関係機関の連携支援体制の
検討等を行います。

○

-
医療的ケア児コー
ディネーターの連
携の場の確保

医療的ケア児コーディネーターの
連携の場を確保し、医療的ケア児
等への相談援助技術の向上のた
め、区内の相談支援の事例や社
会資源に関する情報の共有を図
ります。

○

-

障害福祉課
保育園・幼稚園課

学校教育課
育成活動推進課

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

・看護師の確保が難しいことや、学童
クラブ事業者に対する相談体制が
整っていないことなど、様々な課題が
あるため、今後受け入れを進める中
で対応を検討していく必要がある。
・私立保育園の受け入れ支援につい
ても検討する必要がある。
・各関係機関が把握している情報を
集約・更新するための調整機関が必
要である。



　　主な取組②特別な支援を要する子どもへの教育の充実（計画冊子：P.１０３）

子ども教育施設課-

-

(2)物理的環境、人的環境、授業などを視覚的に調整することで、その配慮について共
有できるようにしている。

(3)何を学ぶのか、何をやるのかが明確になったり、学習の見通しを立てることができる
ようになったりすることで、安心して学習に取り組むことができる。

区立小・中学校の
バリアフリー化

「中野区立小中学校施設整備計
画（改定版）」で改築年次が示さ
れていない学校について、バリア
フリー化に向けた改修を進めま
す。

○ -

-

各校で実施予定の他の工事と調整を
図りながら、令和７年度までの完了を
めざす。

-

-

学務課
指導室

地域包括ケア推進課
（すこやか福祉センター）

-

-

医療的ケア児についても就学相談で相
談受付を開始した。

啓発資料の見直しを行い、学校及び関
係機関へ配布し周知・理解を図った。加
えて、学校へはシート作成を徹底するよ
う通知した。

-

学校生活支援シートの作成は定着し
てきているので、今後はシートの活用
や、関係機関との連携の充実を目指
していく。

-

-

-

-

学務課-

-

-

学務課

学務課-

-

授業のユニバーサ
ルデザイン化

全ての子どもたちが、分かりやす
い、学びやすいと感じられるよう
に配慮された授業のユニバーサ
ルデザイン化を推進します。

○ -

(1)学校は、子どもたちの分かりやすさ、学びやすさの状況を把握し、集団や一人ひとり
に合った配慮を行っている。

保幼小中連携により、ユニバーサルデ
ザインについて共通の取組を実施し
たり、発達の段階に応じた取組を共有
したりしていく。

指導室

特別支援教室にお
ける巡回指導

発達障害のある児童・生徒の在
籍校において、巡回指導教員に
よる特別な指導を、全小・中学校
に設置している特別支援教室で
行います。

◎
区立小学校巡回指導拠点校再編の検
討を行った。

-

特別支援教室の利用児童数は拠点
校によって差があるため、今後も利用
児童数の推移を注視し、適正な教室
運営がなされるよう必要に応じて検
討する必要がある。

学校生活支援
シートの活用

重点事業

学校が児童・生徒一人ひとりの
ニーズを把握し、保護者の意向を
伺いながら「学校生活支援シー
ト」を作成します。また、啓発資料
の見直しを行い、シートの理解・
周知を図るとともに、教育・保健・
医療・福祉等関係機関が切れ目
なく一貫した支援が継続できるよ
う連携を進めます。

特別支援学級在籍
児童・生徒のうち、
学校生活支援シー
トを作成している
児童・生徒の割合

小学校：58.3％
中学校：62.7％
（令和３年度）

小学校：１００%
中学校：１００%

小学校：９８．５%
中学校：９６．５%

（令和5年度）

事業

就学相談

子どもの特性や状況から、学校
生活を送る上で必要な支援や一
人ひとりに応じた適切な学習環境
について、就学相談専門員が保
護者と一緒に考えます。

◎

特別支援学級在籍児童・生徒の
教育課題の解決・達成を図るた
め、学級運営・事業実施の支援を
行います。

○
特別支援学級運
営


